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３ 経営成績（損益計算書）について 

 

(1) 経営成績の概括 

損益計算書に示される経営成績は、次表のとおりである。 （単位：千円・％・ポイント） 

区   分 
平成 29 年度 平成 28 年度 増  減 

金額／比率 構成比 金額／比率 構成比 金額／比率 増減率 

総収益 6,544,565 100 6,537,369 100 7,196 0.1 

総費用 6,192,530 100 6,198,657 100 △6,127 △0.1 

(経常損益)       

経常収益 6,540,858 99.9 6,535,970 100.0 4,888 0.1 

 営業収益 4,555,437 69.6 4,430,026 67.8 125,411 2.8 

 営業外収益 1,985,421 30.3 2,105,944 32.2 △120,523 △5.7 

経常費用 6,191,684 100.0 6,189,478 99.9 2,206 0.0 

 営業費用 5,185,632 83.7 5,136,081 82.9 49,551 1.0 

 営業外費用 1,006,052 16.3 1,053,397 17.0 △47,345 △4.5 

(特別損益）       

 特別利益 3,707 0.1 1,399 0.0 2,308 164.9 

 特別損失 846 0.0 9,179 0.1 △8,333 △90.8 

当年度純利益 352,035 － 338,712 － 13,323 3.9 

前年度繰越利益剰余金 3,367 － 4,655 － △1,288 △27.7 
その他未処分利益剰余金

変動額 
340,000 － 450,000 － △110,000 △24.4 

当年度未処分利益剰余金 695,402 － 793,367 － △97,965 △12.3 

経常収支比率 105.6 － 105.6 － 0  

営業収支比率 87.8 － 86.3 － 1.5  
 

 

総収益は、主に他会計補助金の減少により営業外収益が減少しているものの、雨水処理負

担金の増加及び処理区域内人口の増加に伴い下水道使用料が増加したことにより営業収益の

増加が大きかったため、前年度より 0.1％上昇している。 

総費用は、営業費用の資産減耗費の減少と、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費の

減少により、前年度より 0.1％低下している。 

このように、総収益が増加する一方で、総費用が減少したことにより、当年度純利益は前

年度より 3.9％上昇して 3 億 5,203 万 5 千円となり、前年度繰越利益剰余金の 336 万 7 千円や

企業債の償還に充てた 3 億 4 千万円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は前年度より 12.3％

低下して 6 億 9,540 万 2 千円となっている。 

特別損益を除く経常的な収支の割合を表す経常収支比率は、前年度と同じで 105.6％となっ

ている。また、営業活動費用に対する営業活動収益の割合を表す営業収支比率では、営業費用

の増加よりも営業収益の増加の方が上回り、前年度より 1.5 ポイント上昇し、87.8％となって

いる。 
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経常収支比率及び営業収支比率の推移 
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 (2) 経常収益及び経常費用 

ア 営業収益及び営業費用 

①  営業収益の増減 

総収益に対する割合は 69.6％で、比率では前年度より 1.8 ポイント上昇し、決算額では 1 億

2,541 万 1 千円（2.8％）増加している。 

なお、下水道収益（下水道使用料）については、総収益に対する割合は 64.4％で、比率では

前年度より 0.7 ポイント上昇し、決算額では 4,970 万 1 千円（1.2％）増加している。 

下水道使用料の収納状況（記載金額は消費税及び地方消費税を含む。）は、次表のとおりである。 

 

現年度分                         （単位：千円・％・ポイント） 

区    分 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

調定額   Ａ 4,228,836 4,332,620 4,428,607 4,495,495 4,549,165 

収入額   Ｂ 3,726,768 3,841,611 3,922,924 4,017,568 4,058,174 

未収額 Ａ－Ｂ 502,068 491,009 505,683 477,927 490,991 

収納率 Ｂ／Ａ 88.1 88.7 88.6 89.4 89.2 

対前年度比較増減 △10.9 0.6 △ 0.1 0.8 △ 0.2 
 

（備考）１ 平成２５年度までは特別会計であり、２６年度からは公営企業会計に移行している。 

２ 調定額及び収入額は、公共下水道使用料と特定環境保全公共下水道使用料を合計した額である。 

３ 対前年度比較増減は、収納率（ ）の対前年度差（ポイント）である。 
 

平成２５年度は、２６年度からの地方公営企業法適用に伴う打ち切り決算のため、また２６

年度からは公営企業会計の適用により３月末までの納付額が計上されており、未収額には納期

未到来分が含まれている。 
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過年度分              （単位：千円・％） 

区    分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

調定額  ａ 522,416 530,652 548,941 544,667 

収入額  ｂ 477,970 483,113 501,031 489,607 

収納率  ｂ/ａ 91.5 91.0 91.3 89.9 

 

（備考）１ 本市下水道事業は、地方公営企業法の適用となった平成２６年度からの値のみを表示している。 

２ 調定額及び収入額は、公共下水道使用料と特定環境保全公共下水道使用料を合計した額である。 

 

 

不納欠損額                             （単位：千円） 

区    分 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

不納欠損額   5,068 4,292 3,719 4,527 3,393 
 
 

平成２６年度の過年度分については、２５年度の打切り決算後に収入した分が含まれている。

ただし、その中には、４月末が納期である分も含まれている。貸倒引当金の計上に当たっては、

貸倒実績率等に基づいて算定することとされており、本市においても調定額に対する不納欠損

額を勘案して算定されている。 

 

 

②  営業費用の増減 

総費用に対する割合は 83.7％で、比率では前年度より 0.8ポイント上昇し、決算額では 4,955万 

1 千円（1.0％）増加している。項目別では、次のとおりである。 

 

 (ｱ) 管渠費（決算額 4 億 4,467 万円） 

管路の維持管理のための経費であり、総費用に対する割合は 7.2％で、比率では前年度より

0.2 ポイント微減し、決算額では 1,554 万 7 千円（3.4％）減少している。主に、委託料が減

少している。 

 

 (ｲ) ポンプ場費（決算額 1 億 3,723 万 3 千円） 

ポンプ場施設の維持管理及び処理作業のための経費であり、総費用に対する割合は 2.2％ 

で、比率では前年度より 0.5 ポイント上昇し、決算額では 3,205 万 9 千円（30.5％）増加して

いる。主に、中継ポンプ場設備に係る修繕費が増加している。 

 

 (ｳ) 処理場費（決算額 8 億 7,280 万円） 

浄化センターの維持管理及び汚水処理作業のための経費であり、総費用に対する割合は

14.1％で、前年度より 0.6 ポイント上昇し、決算額では 3,723 万 7 千円（4.5％）増加してい

る。主に、中央・南部浄化センターの維持管理に係る委託料や、ストックマネジメント計画

に係る委託料が増加している。 
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 (ｴ) 雨水施設費（決算額 6,500 万円） 

雨水施設の維持管理及び処理作業のための経費であり、総費用に対する割合は 1.0％で前年

度より 0.6 ポイント上昇し、決算額は 3,907 万 8 千円（150.8％）増加している。主に、雨水

管理方針策定に係る委託料や、ストックマネジメント計画に係る委託料が増加している。 

 

 (ｵ) 業務費（決算額 1 億 3,319 万 3 千円） 

下水道使用料調定、受益者負担金収入などのための経費であり、総費用に対する割合は

2.2％で、前年度より 0.1 ポイント上昇し、決算額では 573 万 6 千円（4.5％）増加している。

主に、営業管理システム開発に係る委託料が増加している。 

 

(ｶ) 総係費（決算額 1 億 710 万 9 千円） 

事業運営のための間接経費であり、総費用に対する割合は 1.7％で、前年度より 0.3 ポイン

ト低下し、決算額では 1,663 万 5 千円（13.4％）減少している。退職給付引当金繰入額の減

少が主な要因である。 

 

(ｷ) 減価償却費（決算額 34 億 166 万 9 千円） 

固定資産の取得価額を耐用年数にわたって期間配分した費用であり、総費用に対する割合

は 54.9％で、比率では前年度より 0.9 ポイント上昇し、決算額では 5,705 万 5 千円（1.7％）

増加している。主に、東櫛原地区雨水貯留施設に係る減価償却費が増加している。 

 

(ｸ) 資産減耗費（決算額 2,395 万 8 千円） 

資産の滅失・紛失・価値の下落を反映させる費用であり、総費用に対する割合は 0.4％で、

比率では前年度より 1.4 ポイント低下し、決算額では 8,943 万 2 千円（78.9％）減少している。

主に、前年度にあった南部浄化センター電気設備改築工事に係る既存電気設備の廃止にかか

る除却費用の皆減による。 

 

 

イ 営業外収益及び営業外費用 

①  営業外収益の増減 

総収益に対する割合は 30.3％で、比率では前年度より 1.9 ポイント低下し、決算額では 1 億 

2,052 万 3 千円（5.7％）の減少となっている。主に、分流式下水道等に要する経費への一般会

計繰入金の繰入割合が小さくなったことによる他会計補助金の減少及び前年度にあった南部浄

化センター電気設備改築工事に係る既存電気設備の廃止による国県市の補助金で取得した固定

資産に係る減価償却費の減少に伴い、長期前受金戻入が減少したことによる。 

 

② 営業外費用の増減 

総費用に対する割合は 16.3％で、比率では前年度より 0.7ポイント低下し、決算額では 4,734万 

5 千円（4.5％）の減少となっている。主に、高金利であった企業債の償還が前年度に終了した

ことにより、支払利息が減少したことによる。 
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(3) 特別利益及び特別損失 

ア 特別利益の増減 

総収益に対する割合は 0.1％で、比率では前年度より 0.1 ポイント上昇し、決算額では、230 万

8 千円（164.9％）の増加となっている。主に、過年度調定に対する貸倒引当金戻入益の増加に

よる。 

 

 

イ 特別損失の増減 

総費用に対する割合は 0.0％で、比率では前年度より 0.1 ポイント低下し、決算額では 833 万

3 千円（90.8％）の減少となっている。主に、平成２７年度に発生した寒波の被害に伴う過年度

損益修正損（使用料）の減少と、前年度に発生した動力費の支出に係る過年度損益修正損の皆

減による。 

 

 

総収益・総費用の構成比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業収益（69.6％） 営業外収益（30.3％） 

営業費用（83.7％） 営業外費用 

（16.3％） 
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(4) 使用料単価・汚水処理原価 

 有収水量 1 ㎥当たりの使用料単価及び汚水処理原価は、次表のとおりである。 

 

 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成29年度

　使用料単価 A 181.2 180.6 180.2 180.3

　汚水処理原価 B 167.0 172.6 171.0 176.8

維持管理費 65.7 67.0 74.5 70.9

資本費 101.3 105.6 96.5 105.9

A－B 14.2 8.0 9.2 3.5

                                                (単位：円）

区　　分

　利　　　　益
 

 

（備考） 

１ 使用料単価 ＝ 下水道使用料／年間有収水量 

２ 汚水処理原価 ＝（汚水処理に係る維持管理費／年間有収水量）＋（汚水処理に係る資本費／年間有収水量） 

３ 利 益 ＝ 使用料単価－汚水処理原価 

            

 

使用料単価は、有収水量 1 ㎥当たりの使用料収入であり、使用料の水準を示す。汚水処理原価

は、有収水量 1 ㎥当たりの汚水処理費を示すものである。 

汚水処理原価のうち、維持管理費は、営業費用及び営業外費用の合計額から雨水施設費、減価

償却費、企業債利息及びその他を控除して算出され、資本費は、減価償却費及び企業債利息の合

計額から長期前受金戻入や雨水施設費及びその他を控除して算出されている。 

本年度の使用料単価は 180.3 円、汚水処理原価は 176.8 円となっており、前年度と比較すると

使用料単価は 0.1 円(0.1％)低下し、汚水処理原価は 5.8 円(3.4％)上昇している。 
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(5) 一般会計繰入金 

一般会計繰入金とは、一般会計から公営企業会計の運営のために繰り入れられる経費である。

一般会計から企業会計へ繰り入れる場合、総務省から毎年度通知されている経費負担区分（雨

水処理に要する経費及び分流式下水道等に要する経費等）のルールを基本として、繰り入れが

行われている。この負担区分のルールに係る経費に対しての繰入金が「基準内繰入金」である。     

一般会計からの繰入金の一覧表は、次表のとおりである。  

 

(単位：千円・％)

平成２９年度 構成比 繰入基準

収益的収入 871,342 55.6

営業収益 243,969 15.6

雨水処理負担金 243,969 15.6

雨水処理に要する経費 243,969 15.6 基準内

営業外収益 627,373 40.0

他会計補助金 627,373 40.0

分流式下水道等に要する経費 468,775 29.9 基準内

下水道に排除される下水の規制に
関する事務に要する経費

20,467 1.3 基準内

水洗便所に係る改造命令等に関
する事務に要する経費

4,246 0.3 基準内

不明水の処理に要する経費 19,924 1.3 基準内

高資本費対策に要する経費 30,156 1.9 基準内

下水道使用料減免に要する経費 28,656 1.8 （注）

下水道事業債（特別措置分）の償
還に要する経費

13,729 0.9 基準内

緊急下水道整備特定事業等に要
する経費

29,026 1.8 基準内

下水道事業債（特例措置分）の償
還に要する経費

12,394 0.8 基準内

資本的収入 695,658 44.4

他会計負担金 695,658 44.4

他会計負担金 695,658 44.4

下水道事業債（特別措置分）の償
還に要する経費

440,054 28.1 基準内

緊急下水道整備特定事業等に要
する経費

142,144 9.1 基準内

下水道事業債（特例措置分）の償
還に要する経費

113,460 7.2 基準内

1,567,000 100

一般会計からの繰入金一覧表

項　　　　　　　目

合　　　　　　　　計
 

（注）総務省からの通知にはないが、本市と企業局とで定めた基準により、政策的に一般会計が負担すべき

ものとして繰り入れられている経費 

 


